
≪訪問看護ステーションの請求事務担当者様は御確認願います。≫ 

国保連合会にて取扱います医療保険は「国民健康保険」・「後期高齢者医療」です。  

 

  

１．「後期高齢者窓口負担割合の２割化に伴う外来レセプトの計算事例」 

 

『令和４年度９月 15日付け国保連合会だより』にてお知らせしたとおり、計算事例を 

以下の場所に掲示しておりますので、再周知いたします。 

 

 

  国保連合会だより 

 

   ＮＯ．２０２２－訪－５ 

    令和 ４年 10月 18日 

    静岡県国民健康保険団体連合会 
    〒４２０－８５５８ 

      静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

      TEL（０５４）２５３－５５４１ 

（介護報酬のお問い合わせは下４桁5580にお掛けください。） 

https://www.shizukokuhoren.or.jp/ 

 

静岡県国保連合会 

ホームページ 

👉①保険医療機関・薬局等の皆様へ 

👉②後期高齢者窓口負担割合の２割化に伴う外来レセプトの 

   計算事例等（令和４年 10月施行） 
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https://www.shizukokuhoren.or.jp/


≪訪問看護ステーションの請求事務担当者様は御確認願います。≫ 

国保連合会にて取扱います医療保険は「国民健康保険」・「後期高齢者医療」です。  

 

 

２．窓口負担額の計算イメージ 

 

以下に月の窓口負担上限額をお知らせしますので、訪問看護療養費明細書作成時に参考に 

   してください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１ 上記「配慮措置」により、高額療養費が発生する場合、訪問看護療養費明細書の 

「保険負担金額欄」に窓口負担上限額の記載が必要となります。 

   

※２ 配慮措置計算（6,000円＋（医療費－30,000円）×10％）を使用する場合、 

     レセプト記載及び窓口負担額は、１円単位となります。 

     上記計算式の下線部において、１円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、 

     50銭以上は１円に切り上げを行い、１円単位とします。 

 

 

 

  
２／２ 

①月の訪問看護療養費合計金額 ②窓口負担上限額 


